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お知らせ

【
６
月
は
児
童
手
当
現
況
届
の

提
出
月
で
す
】

●
郵
送
時
期
　
５
月
下
旬

●
受
付
期
間
　
６
月
２
日（
月
）

～
同
30
日
（
月
）

●
提
出
先
　
子
ど
も
家
庭
課
子

ど
も
家
庭
係

▽
郵
送
＝
〒
８
１
１
・
３
４
９

２
／
住
所
不
要

▽
窓
口（
西
館
１
階
19
番
窓
口
）

＊
大
島
行
政
セ
ン
タ
ー
窓
口
で

も
受
付
可

児
童
手
当
現
況
届
の

提
出
を

＊
未
提
出
の
場
合
は
、
６
月
分

以
降
の
児
童
手
当
の
支
給
が

一
時
差
止
と
な
り
ま
す
。
忘

れ
ず
に
提
出
を

【
６
月
は
児
童
手
当
支
払
い
月
】

＊
児
童
手
当
は
、
年
３
回
（
６

月
、
��
月
、
２
月
）
支
給

●
手
当
の
月
額

▽
０
～
３
歳
未
満
１
人
に
つ
き

＝
１
万
５
０
０
０
円

▽
３
歳
～
小
学
校
修
了
前
１
人

に
つ
き
＝
１
万
円

＊
た
だ
し
、
第
３
子
以
降
は
１

万
５
０
０
０
円

▽
中
学
生
１
人
に
つ
き
＝
１
万

円
＊
所
得
超
過
の
場
合
、
月
額
は

５
０
０
０
円
（
一
律
）

＊
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
を

■
問
い
合
わ
せ
先

　
子
ど
も
家
庭
課

　
子
ど
も
家
庭
係

　
☎
（
36
）
１
１
５
１

　子どもの権利相談室「ハッピークローバー」は、子どもたち
が自分の悩みや心配ごとを直接、電話などで相談できるところ
です。子どもの権利侵害について、大人からの相談も受け付け
ています。４月からは、子どもたちが在宅している夕方に相談
できるよう、相談時間を延長しました。
　困っていることがあったら、１人で悩まず、気軽に相談して
ください。
●相談日時　月～金曜日、10：00～18：30
＊祝日、年末年始を除く
●子ども専用フリーダイヤル
　 ０１２０（９６８）４８７　（クローバーよつばかな？）
■問い合わせ先
　子ども家庭課子どもの権利相談室　☎（36）９０９４

【
毎
年
所
得
申
告
が
必
要
で
す
】

　
平
成
25
年
分
の
所
得
申
告
を

し
て
い
な
い
人
は
、
正
し
い
国

保
税
の
計
算
が
で
き
ま
せ
ん
。

平
成
25
年
中
に
収
入
が
な
い
人

も
申
告
が
必
要
で
す
。
世
帯
内

に
所
得
申
告
を
し
て
い
な
い
人

が
い
る
場
合
は
、
軽
減
措
置
が

適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

＊
年
金
収
入
、
年
末
調
整
済
給

与
の
み
の
人
は
手
続
き
不
要

【
国
保
税
は世

帯
主
が
納
め
ま
す
】

　
世
帯
主
が
会
社
の
健
康
保
険

や
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
な
ど

に
加
入
し
て
い
て
も
、
世
帯
員

に
国
保
加
入
者
が
い
れ
ば
、
国

保
税
の
納
税
義
務
者
は
世
帯
主

で
す
。

【
国
保
税
の
計
算
方
法
】

　
国
保
加
入
世
帯
の
国
保
税

は
、
医
療
保
険
分
と
後
期
高

齢
者
支
援
金
分
、
介
護
保
険

分
の
「
所
得
割
」「
均
等
割
」

「
平
等
割
」
の
合
計
額
で
す
。

度
）
を
支
援
す
る
た
め
に
75

歳
未
満
の
人
が
負
担

＊
介
護
保
険
分
＝
介
護
保
険
料

と
し
て
介
護
保
険
第
２
号
被

保
険
者
で
あ
る
4�
～
64
歳
の

人
が
負
担

国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
を

　
　
　
　
　

６
月
中
旬
に
送
付

前年中（平成25年１～12月）所得 軽減割合

33万円以下の世帯 ７割
33万円+（24.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属
者数の合算数）以下の世帯
＊平成26年度から世帯主分も含みます

５割

33万円+（45万円×被保険者数と特定同一世帯所属者
数の合算数）以下の世帯
＊平成26年度から「35万円」が「45万円」になります

２割

＊
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
と

は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

へ
の
移
行
で
国
民
健
康
保
険

の
資
格
を
喪
失
し
た
人
で
、

喪
失
日
以
降
も
継
続
し
て
同

じ
世
帯
に
属
す
る
人
で
す
。

た
だ
し
、
継
続
し
て
移
行
時

と
同
じ
世
帯
状
況
で
あ
る
こ

と
が
条
件
で
す

【
納
付
は
��
回
で
】

　
国
保
税
を
納
付
書
や
口
座
振

替
で
納
め
て
い
る
人
の
納
付
回

数
は
、
６
月
か
ら
翌
年
３
月
ま

で
の
10
回
で
す
。

＊
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

の
人
の
納
付
回
数
は
、
年
金

受
給
月
の
年
６
回
で
す

【
��
歳
に
な
る
人
の
国
保
税
】

　
平
成
27
年
３
月
31
日
ま
で
に

75
歳
に
な
っ
て
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
に
移
行
す
る
人
の
国
保

税
は
、
あ
ら
か
じ
め
誕
生
日
の

前
月
ま
で
で
計
算
し
て
い
ま

す
。納
期
ご
と
の
国
保
税
額
は
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
移
行

す
る
人
以
外
に
国
保
加
入
者
が

い
る
場
合
は
10
期
ま
で
に
振
り

分
け
、
国
保
加
入
者
が
い
な
い

場
合
は
誕
生
日
の
前
月
の
納
期

ま
で
に
振
り
分
け
て
い
ま
す
。

【
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

移
行
に
伴
う
国
保
税
の
軽
減
】

●
世
帯
内
に
国
保
か
ら
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
に
移
行
し
た

人
が
い
る
世
帯

①
所
得
の
低
い
世
帯
の
国
保
税

の
軽
減
を
受
け
て
い
た
場
合

＝
世
帯
構
成
と
収
入
が
変
わ

ら
な
け
れ
ば
同
じ
軽
減
継
続

②
引
き
続
き
国
保
に
加
入
す
る

者
が
１
人
に
な
る
場
合
＝
平

等
割
が
最
初
の
５
年
間
は
半

額
に
、
そ
の
後
３
年
間
は
４

分
の
３
に
な
り
ま
す

●
会
社
の
健
康
保
険
な
ど
か
ら

平
成
26
年
度
か
ら
、

課
税
限
度
額
が
変
更

平
成
26
年
度
か
ら
低
所
得
者

に
対
す
る
軽
減
措
置
拡
大
の

た
め
、
５
割
・
２
割
軽
減
の

判
定
基
準
所
得
が
変
更

　子どもの権利相談室「ハッピークローバー」
相談時間を延長しました！

　
後
期
高
齢
者
支

援
金
分
が
14
万
円

か
ら
「
16
万
円
」

に
、
介
護
保
険
分

が
12
万
円
か
ら

「
14
万
円
」
に
な

り
ま
す
（
★
）。

＊
課
税
標
準
所
得

額
＝
前
年
の
総

所
得
金
額
な
ど

か
ら
最
大
33
万

円
を
控
除

＊
後
期
高
齢
者
支

援
金
分
＝
後
期

高
齢
者
医
療
制

度
（
75
歳
以
上

の
医
療
保
険
制

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
移

行
す
る
こ
と
で
、
65
～
74
歳

の
被
扶
養
者
が
新
た
に
国
保

に
加
入
す
る
世
帯

　
　
新
た
に
国
保
加
入
の
65
～

74
歳
の
人
は
、
所
得
割
免
除

で
均
等
割
が
半
額
。さ
ら
に
、

国
保
加
入
者
が
１
人
の
場
合

は
平
等
割
も
半
額
に
な
り
ま

す
。

【
国
保
税
の
特
別
徴
収

（
年
金
天
引
き
）】

●
対
象
　
次
の
全
て
に
該
当
す

る
人

▽
世
帯
主
が
国
保
に
加
入
し
て

い
る
（
年
度
途
中
で
75
歳
に

到
達
す
る
人
を
除
く
）

▽
世
帯
の
国
保
加
入
者
が
全
員

65
歳
以
上

▽
年
金
天
引
き
の
対
象
に
な
る

年
金
が
年
額
18
万
円
以
上

で
、
介
護
保
険
料
と
国
保
税

を
合
わ
せ
た
額
が
年
金
額
の

２
分
の
１
以
下
に
な
る

＊
特
別
徴
収
に
な
る
世
帯
も
、

口
座
振
替
で
の
納
付
を
選
択

可
●
既
に
特
別
徴
収
と
な
っ
て
い

る
世
帯
主

　
　
７
月
中
旬
に
「
税
額
決
定

通
知
書
」
を
送
付
（
６
月
に

納
税
通
知
書
は
送
付
さ
れ
ま

せ
ん
）

●
平
成
26
年
度
か
ら
新
た
に
特

別
徴
収
予
定
の
世
帯
主

　
　
６
月
に
納
税
通
知
書
を
送

付（
４
期
ま
で
は
納
付
書
で
、

５
期
以
降
の
納
付
書
は
同
封

し
て
い
ま
せ
ん
）。
決
定
し

た
場
合
、
７
月
中
旬
に
「
特

別
徴
収
開
始
通
知
書
」
を
送

付
。
10
月
か
ら
特
別
徴
収
。

介護保険分医療保険分 後期高齢者支援金分

所得割

【国保税の計算方法】

均等割

平等割

加入者全員の
課税標準所得額
　　　　　 ×7.0%

= ＋ ＋あなたの世帯の
国保税額

最高限度額51万円 最高限度額16万円
（★）

最高限度額14万円
（★）

加入者の人数
　　×25,100円

25,100円

加入者全員の
課税標準所得額
　　　　　 ×2.1%

加入者の人数
　　　×7,600円

40～64歳の加入者
の課税標準所得額
　　　　　 ×2.2%

40～64歳の
加入者の人数
　　×14,200円

7,600円

＋＋

＋＋

　
決
定
し
な
か
っ
た
場
合

は
、
あ
ら
た
め
て
５
期
以
降

の
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
国
保
医
療
課

　
国
民
健
康
保
険
係

　
　
☎
（
36
）
１
３
６
３


